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Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｉｎｖｅｓtigatetherelationshipbetweentheadministrativedis‐

trictandthezoningofthefacilityandserviceareas・

Firstofallwedividetheadministrativedistrictintoseventypes，thenwemakeitclear

howmanycorrespondencesbetweentheadministrativedistrictand34facilityandserviceareas

bycomparingeachother，Andaftermakingitclear，wetakenoticeofthehistoricaltranSi‐

tionoftheadministrativedistrict，analyzehowtheadministrativedistrictisconcernedwith

thefacilityandserviceareas・

Asaresult,wecanseethattheadministrativedistrict（dividedintoseventypesinthis

study,particularly,city-countyarea）correspondswithalotoffacilityandserviceareas・Ｔｈａｔ

is，wecouldunderstandthattheadministrativedistrictisconcernedwiththefacilityandser‐

viceareassomuch，ｏｎｅｏｆｔｈｅｒｅａｓｏｎｆｏｒｔｈａｔｉｓｔｈｅｉｎｆｌuenceofhistoricaltransitiononthe

administrativedistrict（includingthetypeoftheregioncrossingthecity-countyarea)．After

this，itisnecessaryweanalyzethezoningofthefacilityandserviceareaswithapresentview
aswellasanoverallhistoricalview．

１．研究の背景

地域施設は，住民の様々な生活や活動が最も効率よ

く快適に営まれるよう建設・運営されるべきである。

そのためには，施設の機能とサービス内容に合わせな

がら，その受益範囲を「計画圏域」として設定するの

が一般的な手法である。しかし，公共施設の多くでは

行政区域がサービスの受益範囲として先に設定された

後，これに合わせて施設機能やサービス内容が決定さ

れるといった，いわゆる計画手法の逆転がみられる。

更に行政の許認可を必要とする私的施設・サービスの

受益範囲でさえも，行政区域の枠組みの中で機能や規

模が設定されるといった現状にある。

このように，地域施設及びサービスの計画に重要な

役割を果たしている行政区域は，現在既存のものとし

て疑われることなく地域施設計画が進められてきた。

そこで，行政区域が歴史的にどのような成立過程を経

てきたか，また，行政区域が施設及びサービス圏域と

どのような整合'性を持ち得るかを明らかにすることは

地域施設計画の中で重要な課題である。

２．研究の目的

本研究はこのような背景のもと，鹿児島県（本土の

み）を対象に取り上げ，分析を行う。

まず，各種施設・サービス圏域（以下施設圏域と略

す）の現状を把握するために，行政区域が施設圏域と

どのような整合性を有するかを明らかにする。

また，施設圏域設定に対して何らかの関与があると
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思われる行政区域に着目し，行政区域の歴史的経緯と

重ね合わせながら，そこに潜在的に存在するであろう

構造について探究することを目的とする。

３．研究の方法

本研究における施設圏域の選定にあたっては，公的

機関及び私的機関の有する圏域のうち，調査・収集で

きたもの34項目を挙げる。また行政区域に関してはそ

の構成を７類型（Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ）に分類し，

以下のように定義する。【図１】【表１】

はじめに，行政区域の分類軸ごとに行政区域と施設

圏域との重なりによる分析を行い，それぞれどの程度

の整合性を有するかを明らかにする。

その上で分類軸ごとに，施設圏域との整合‘性が高い

行政区域に着目し，何故そのように高い整合性を示す

のか，行政区域の歴史的変遷による観点からその構造

を明らかにする。

次に，施設圏域設定に対して最も影響力があると考

えられる行政区域に着目し，その枠組みがどの程度施

設圏域に関与しているかを明らかにする。

そして何故，そのようにその枠組みが施設圏域設定

に対して潜在的な影響力をもつに至ったか，行政区域

の歴史的変遷による観点からその構造を明らかにする。

また，その枠組みを逸脱する施設圏域においても行

政区域の歴史的変遷による視点からの分析を試みる。

Ａ：市の分割区域

Ｂ：Ｂ,市区域,Ｂ,町村区域

Ｃ：郡区域

Ｄ：市郡区域

Ｅ：郡と郡の合併区域

Ｆ：市郡と市郡の合併区域

Ｇ：市郡の分割区域

【図１】行政区域の枠組みモデル

【表１】本研究における行政区域の定義

行政区域の類型 定 義

A型 市の分割区域

B型 市町村区域

C型 郡区域

D型 市郡区域

E型
郡と郡の

合併区域

F型
市郡と市郡の

合併区域

G型 市郡の分割区域

便宜上,市を更に複数に分割した区域

現在の行政制度における最も最小の行政区域として擬能してい
る市･町･村のこと

過去においては行政区域として機能していたが,現在では地理
的名称を残すのみとなっている。数町村を麓括した地域である
旧郡のこと

市が市制施行にともなって旧郡から独立する以前に属していた
旧郡区域のこと

隣接しあう郡区域複数が一まとまりとなった区域のこと

隣接しあう市郡区域複数が一まとまりとなった区域のこと

市郡区域内において，隣接しあう市町村複数のまとまりにより
市郡区域を分割した区域のこと

４．各施設圏域と行政区域との整合性に

関する分析

類型ごとに，行政区域と施設圏域との重なりによっ

て，その一致がみられる行政区域の抽出，また施設圏

域項目の抽出を行い，各行政区域と各施設圏域とがど

のような整合性を示すか明らかにする。

４－１．行政区域Ａ型と施設圏域との整合性【表２】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる市・

町の分割区域は,‘鹿児島市の分割区域（34項目中３)，
、．

川内市の分割区域（34項目中２)，また鹿屋市，串木

野市，加世田市の分割区域（それぞれ34項目中１）と

なっている。その他の７市59町においては分割区域と

施設圏域の一致はみられない。

一方，市の分割区域との一致がみられる施設圏域は，

商工会議所（２区域)，宅配便（１区域)，郵便番号

(５区域）となっており，施設圏域３項目において市

の分割区域との一致がみられる。その他31項目におい

ては一致がみられない。

このように５市の分割区域においてのみ一致がみら

れ，町を分割した区域はみられない。また一致する施

設圏域もわずかである。

４－２．行政区域Ｂ型と施設圏域との整合性【表３】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる市・

町・村区域は，垂水市，鹿屋市（それぞれ34項目中８)，

串木野市（34項目中６)，鹿児島市，枕崎市，出水市，

阿久根市（それぞれ34項目中５)，指宿市，川内市，

喜入町（それぞれ34項目中４），加世田市，川辺町

(それぞれ34項目中３）となっている。またこの他の

18市町村において34項目中２，４１市町村において34項

目中１，一致がみられる。このように全ての市町にお

いて一致がみられる。

一方，市・町区域との一致がみられる施設圏域は商

工会議所（69区域)，ごみ焼却，福祉事務所（それぞ

れ12区域)，県議会議員選挙区（９区域）などとなっ

ており，施設圏域14項目において市・町との一致がみ

られる。しかし，この他の20項目においては一致がみ

られない。

このように市町において少なからず１項目以上の一

致がみられるのは，商工会議所圏域が鹿児島市，川内

市を除いて市町単位で構成されているからである。

４－３．行政区域Ｃ型と施設圏域との整合性【表４】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる郡区

域は，曾於郡（34項目中13)，日置郡（34項目中３)，
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【表２】施設圏域と市の分割区域との整合 【表３】施設圏域と市町村区域との整合

揖宿郡，川辺郡，薩摩郡，肝属郡（それぞれ34項目中

２)，出水郡（34項目中１）となっており，以上の

７郡においては一致がみられる。しかし，鹿児島郡，

伊佐郡，姶良郡においては施設圏域との一致がみられ

ない。

一方，郡区域との一致がみられる施設圏域は県議会

議員選挙区（７区域)，福祉事務所（４区域)，医師会

(３区域)，他に施設圏域11項目（それぞれ１区域）と

なっており，以上の14項目において郡区域との一致が

みられる。しかしこの他の20項目においては一致がみ

られない。

４－４．行政区域Ｄ型と施設圏域との整合性【表５】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる市郡

区域は，大口伊佐市郡（34項目中15)，出水市郡，曾

於市郡，（それぞれ34項目中13)，指宿市郡，日置市郡

(それぞれ34項目中９），鹿児島市郡，肝属市郡（それ

ぞれ34項目中８)，川辺市郡（34項目中７)，姶良市郡

(34項目中６)，薩摩市郡（34項目中４）であり，すべ

ての市郡区域において一致がみられる。

一方，市郡区域との一致がみられる施設圏域は，国

税税務署，耕地事務所（それぞれ８区域)，保健所，

公共職業安定所，土木事務所（それぞれ７区域）など

ロ大知川串川入阿出野高国財有鹿串高吾

島島宿入浦内久田尾口山
市

;削蝿蕊|誰

■■■■、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｆ、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｆ、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｆ、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

・
・

醐
一

拒
唖
翻
唾

聾
砺
跡

函
函
唖
睡
胴
皿
唖
恥
唖
醇
岬
剛
酎
》
脇
堅
田
皿

剛
Ⅷ
晒
肌
函
睡
砕
醍
卿
噸
醐
肝
露
励

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
５
０

■■皿
■■■■■■■■■■皿
■■■■■■■■■■皿
■■■■■■■■■■皿
■■■■■■

■■■■■■■■■■皿
■■

【表

■■■■■■■■■■■■■■■■nｍ■■画
■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｆ、
■■■■■■■■■■■■

３
１
０
９
９
７
６
３
９
９
９
６
６
４
２
２
３
２
１
１
６
７
３
３
９
０
０
６
４
４
３
４
５
６

７
２
２
１
１
１
１
１

２
２
１
２
１
２
１
３
２
１
１

冊
函
晦
唖
川
匪
亜
剛
睡
卿
唖
剛
函
醇
冊
邑
３
》
加
似
面
狸
認
錘
軽
班
緬
蕊

極
唾
側
面
面
曜
湿
而
砺
卿
晶
型
Ｉ

■■■■■■■■■■■呂呂藍男
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■Ｆ、
■■■■■■■■■■■■●

■■、
■■■■■■■■■■■■■■■■皿皿■■Ⅲ
■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■、
■■■■■■■■■■■■■■■■●

■■■■、
■■■■■■



【表５】施設圏域と市郡区域との整合
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郡との合併区域は，薩摩郡と出水郡の合併区域，姶良

郡と伊佐郡の合併区域，日置郡と鹿児島郡の合併区域

の３区域においてのみである。

一方，郡と郡との合併区域との一致がみられる施設

圏域は，福祉事務所のみであり，この他の33項目にお

いてはみられない。

このように郡と郡との合併区域と施設圏域との整合

はわずかにみられるだけである。

４－６．行政区域Ｆ型と施設圏域との整合性【表７】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる市郡

と市郡の合併区域は，曾於市郡と肝属市郡の合併区域，

大口伊佐市郡と姶良市郡の合併区域（それぞれ34項目

中５)，出水市郡と薩摩市郡の合併区域（34項目中４)，

指宿市郡と川辺市郡の合併区域（34項目中２），また

鹿児島市郡，日置市郡と指宿市郡の合併区域，鹿児島

市郡と指宿市郡の合併区域，鹿児島市郡と日置市郡の

合併区域，指宿市郡と川辺市郡の合併区域，出水市郡，

薩摩市郡と大口市郡の合併区域，鹿児島郡，日置郡，

川辺郡と揖宿郡の合併区域（それぞれ34項目中１）で

ある。

一方，市郡と市郡の合併区域との一致がみられる施

設圏域は家畜保健衛生所（５区域)，養蚕指導所（４

となっており，２４項目において市郡区域との一致がみ

られる。しかし，他の10項目においてはみられない。

このようにＤ型はＥ型と比較すると顕著に多くみ

られる。これは市が郡から独立する以前の形態である

郡区域（本論の市郡区域）が圏域設定に何らかの影響

を与えているからだと思われる。

４－５．行政区域Ｅ型と施設圏域との整合性【表６】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる郡と

【表６】施設圏域と郡と郡の合併区域との整合
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【表７】施設圏域と市郡と市郡の合併区域との整合

施設・サービス

圏域項目 闇域数

躍
摩
十
出
水
郡

蛤
良
十
伊
佐
郡

日
直
十
厘
児
島
郡

一
致
数

保健所 1２ ０

し尿処理 2１ ０

公共職業安定所 1１ ０

宅息便(ヤマト運輸） 2６ ０

消防組合 1７ ０

郵便番号 3３ ０

火葬場 2３ ０

伝染病隔離病舎 ９ ０

西本闇寺 １０ ０

公立高校学区 １０ ０

東本願寺 ６ ０

社会1M畷I蹄個民職） ４ ０

患者輸送タクシー ４ ０

青果物流通園 ３ ０

胎雛蝿iW(睡雑 ４ ０

水産業改良普及月 ５ ０

市外局番 ６ ０

一致数 １ １ １ ３

施設・サービス

圏域項目 圏域数

薩
摩
十
出
水
郡

姶
良
＋
伊
佐
郡

日
瞳
十
鹿
児
島
郡

一
致
数

商丁今識所･商工会 7３ ０

農業改良普及所 2１ ０

県畿会議員選挙区 2０ ０

１Ａ 1９ ０

福祉事務所 1９ ○ ○ ○ ３

鵬ﾛﾗｲﾗﾘー ｾﾝﾀー 1７ ０

医師会 1６ ０

土木事務所 1３ ０

国税)税務署 ９ ０

淋地事務所 ９ ０

乱林事務所 ９ ０

県税)総務事務所 ６ ０

哀畜保健衛生所 ６ ０

僻番指遵所 ４ ０

｡民金融公庫 ２ ０

際察署管轄 2２ ０

ごみ焼却 2３ ０



【表８】施設圏域と市郡の分割区域との整合

区域)，東本願寺（３区域)，県税総務事務所，社会保

険国民年金事務所，社会保険厚生年金事務所（それぞ

れ２区域)，耕地事務所，国民金融公庫，患者輸送タ

クシー，青果物流通圏，市外局番（それぞれ１区域）

となっており，１１項目において市郡と市郡の合併区域

との一致がみられる。しかし，この他の23項目におい

ては一致がみられない。

４－７．行政区域Ｇ型と施設圏域との整合性【表８】

表に示すように，施設圏域との一致がみられる市郡

の分割区域は，薩摩市郡の分割区域（34項目中14)，

姶良市郡（34項目中13)，川辺市郡，肝属市郡（それ

ぞれ34項目中12)，日置市郡（34項目中10)，指宿市郡，

出水市郡，曾於市郡（それぞれ34項目中７），鹿児島

市郡（34項目中１）となっており，大口伊佐市郡を除

く９市郡において一致がみられる。

一方，市郡の分割区域との一致がみられる施設圏域

は農業改良普及所，警察署管轄（それぞれ８区域)，

消防組合，郵便番号，火葬場（それぞれ７区域)，視

聴覚ライブラリーセンター，ごみ焼却，宅配便（それ

ぞれ６区域）などとなっており，１８項目において市郡

の分割区域との一致がみられる。しかし，この他の１６

項目においては一致がみられない。

５．各行政区域の歴史的経緯に関する分析

各行政区域において，４章の分析により得られた施

設圏域との整合‘性が高い行政区域に着目し，何故その

ように高い値を示すのか，行政区域の歴史的変遷から

の視点により，その構造を明らかにする。そこで，施

設圏域との整合’性が高い行政区域において以下の２指

標による歴史的な関係性が存在するかどうかを明らか

にする。

・市町村区域成立過程における離散・合併

合併や編入を伴わず市制・町制・村制を単独で施

行した市町村であるかどうか。または旧市町村区域

と一致する市町村であるかどうか。

・郡区域変遷

旧郡区域と一致する市町村であるかどうか。

以上の２指標によって各行政区域ごとに分析を行う。

まず，市の分割区域において，市の分割区域と施設

圏域との一致がみられるのは鹿児島市，川内市，鹿屋

市，串木野市，加世田市であるが，歴史的な関係性が

存在すると思われるのは鹿児島市における旧鹿児島市，

旧谷山市，川内市における旧川内市，旧高城町である。

次に市町村区域において，各市・町・村区域と施設

圏域との一致が３件以上みられた市・町・村区域を抽

出したものを市町村名で表記する。【表９】

表にみられるように，歴史的な関係′性が存在するの

は町制，市制を単独で施行している町村が目立つ。ま

た垂水市区域は旧北部大隅区域と重複することは注目

に値する。逆に鹿児島市など施設圏域との一致が歴史

的要因によるものではないと思われる市町に関しては，

より今日的な指標によって施設圏域がこれらの市町区

域に設定されたと思われる。

次に郡区域においては，施設圏域と郡区域との一致
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一致する市町区域とその歴史的関係【表９】施設圏域と

施設・サービス
圏域項目

圏域数

鹿
児
島
市郡

分割

指
宿
市
郡

分割

川
辺
市
郡

分割

日
置
市
郡

分割

薩
摩
市
郡

分割

出
水
市
郡

分割

伊
佐

大
口
市
郡

分割

姶
良
市
郡

分割

曾
於
市
郡

分割

肝
属
市
郡

分割

一
致
数

商工会謡所． 闘工会 7３ ０

農業改良鶴i所 2１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８

県議会議員ｉ圏挙区 2０ ○ １

JＡ 1９ ○ ○ ○ ○ ４

福祉事務所 1９ ０

鵬同ﾗｲﾗﾘー ｾﾝﾀー 1７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６

医師会 1６ ○ ○ ○ ３

土木事務月 1３ ○ ○ ○ ３

(国税)税荊 署 ９ ０

耕地事務同 ９ ０

農林事務月 ９ ０

(県税)総淵i事務所 ６ ０

家畜保健１１ 生所 ６ ０

養蚕指導月 ４ ０

国民金融２ 庫 ２ ０

警察署管劇 2２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 。 ８
》
」 朕焼却 2３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６

保箆所 1２ ○ ○ ２

し鼠処理 2１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８

公M;職業安定所 11 ○ ○ ２

窓鞭(ヤマト運輸） 2６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６

消防組合 1７ ○ ○ 。 ○ ○ ○ ○ ７

郵便番号 3３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７

火葬場 2３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７

伝染病隔離病舎 ９ ○ ○ ○ ３

西本願寺 １０ ○ 。 ２

公立高校学区 １０ 0

東本願寺 ６ ０

雌雛霧雨(甑轄） ４ ０

患者輸送タ クシー ４ ０

青果物流遡 圏 ３ ０

社会繊畢調 駐轄） ４ ０

水産業改良普及所 ５ ０
市外局番 ６ ０

一 致数 １ ７ 1２ 1０ 1４ ７ ０ 1３ ７ 1２ 8３

市・町区域との一致

が多くみられた圏域
件数 歴史的な関係性

垂水市 ８ 旧新城村を除く旧北部大隅郡

鹿屋市 ８ Sl6周辺地域の強い希望による合併により市制施行

串木野市 ６ M22村制，Ｓ10町制，Ｓ25市制実施をすべて単独で施行

枕崎市 ５ T12町制，Ｓ24市制実施を単独で施行

阿久根市 ５ T12町制，Ｓ24市制実施を単独で施行

喜入町 ４ M22村制，Ｓ31町制実施を単独で施行

鹿児島市 ５ 歴史的な関係性がみられない

指宿市 ４ 〃

川内市 ４ 〃

加世田市 ３ 〃

川辺町 ３ 〃
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【表10】施設圏域と一致する市郡の分割区域とその歴史的関係

第３６号（1994）

市 郡 区 分 施設圏域と一致する市郡の分割 区域 件数 歴 史 的 な 関 係 性

鹿児島市郡 桜島 鹿児島の一部 １ 歴史的な関係性がみられない

指宿市郡 謂聞

旨宿

旨宿
喜入
喜入
開聞
喜入
調娃

預娃
階宿

頴娃

山川・開聞・頴娃

山川

指宿・山川

指宿

山川

指宿・開聞・山川

開聞・山川

喜入
山川． 開聞

４

１

１

２

１

１

１

１

１

１

旧頴娃郡

旧頴娃郡十旧牡 :イ旨郡

旧揖宿郡

歴史的な関係性がみられない
〃

〃

〃

〃

〃

〃

川辺市郡 加世田・川辺・枕崎・坊津・大浦・笠沙
知覧・枕崎・坊津
坊津・枕崎

川辺・知覧

加世田・枕崎・坊津・大浦・笠沙

加世田・川辺・坊津・笠沙

川辺・加世田・大浦・笠沙

川辺・知覧・枕崎・坊津

加世田・川辺・知覧・大浦・笠沙
加世田・大浦・笠沙

笠沙・大浦の一部

１

４

３

３

１

１

１

１

１

１

１

日)Ｉ 辺郡

種受'的な関係性がみられない
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

日置市郡 串木野・市来・東市来・郡山・伊集院・日吉・松元・吹一 。
『

串木野・市来・東市来

日テ デ・吹上・金峰

串フく野・市来・東市来・伊集院・松元・郡山

市うモ・東市来・伊集院・松元・郡山・日吉・吹上

串フ尽野・市来・東市来・伊集院・日吉

郡Ｌ』・伊集院・松元・日吉

東Ｔ 了来・伊集院・松元・日吉・吹上

串フ匡野・市来

東7了来・郡山・‘ 仔集院・Ｅ吉・松元・吹上
市うそ 東市来・‘骨集院・秘『九；

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

歴史的な関係性がみられない
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

薩摩市郡 鶴［ヨ 薩摩・祁 ¥院・宮更:城
川P１ 東郷・樋 Ｚ・入来

鶴［ヨ 薩摩・祁 県院・宮之城・入来

川内 東郷・樋 ３

川内 東郷

鶴田 薩摩・祁答院・宮之城・入来・樋脇

祁答院・宮之城． 圃脇・入来・東郷

東郷・宮之城・祁 答院・樋脇・入来

４

３

８

７

１

１

１

１

I日南伊佐署‘

1日 高城郡十旧薩摩郡
歴 史的な関係性がみられない

〃

〃

〃

〃

〃

出水市郡 出水・高尾野・野 田

阿久根・長島・東

長 島・東

阿久根・野田． 高亀野
出水 高尾野． 野 田・阿久根
長島 東・阿久根． 高尾野・出水

４

３

２

２

１

１

歴史的な関係性がみられない
〃

〃

〃

〃

〃

姶良市郡 国 分

吉松
蒲生
蒲生
隼人
蒲生
罷島

隼人
蒲生

蒲生
蒲 生

隼 人

横川

栗 野

溝辺
蒲 生

栗 野

国分

櫛辺

蒲生

福山 霧島． 隼人

栗野 横 川 ・ 牧 園

姶良 加治木・溝辺・隼人・霧島・匡 分・福山
~語頁 加治木・簿辺

牧園 霧島． 国分・福山

姶良 加治木・溝辺_･隼人

国分 福山

横川 牧園・霧島・栗野・吉松・国分・福山

姶良 加 治木 ・解 辺・ 隼人 ・横 川・ 牧園 ・霧 島・栗野・吉松

姶良 加治木・溺辺・隼人・横川・牧園・栗野・吉松・国分・；層山
姶良 加治木・解辺・横川

国分 福山

牧園

吉松

吉松・牧園・栗野・吉松

姶良・加治木

横川・牧園

福山

横川・栗野・吉松・牧園

姶良・加治木・隼人

４

３

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

日西曾於郡

日桑原郡

日姶良郡十旧西曾於郡
日姶良郡

日西曾於郡
日姶良郡
日西曾於郡
日桑原郡十旧西曾於郡

薩史的な関係性がみられない
〃

〃

〃

秒

秒

〃

〃

〃

〃

〃

〃

曾於市郡 志布志・有明・大崎

輝北・大隅・松山・末吉・財部
財LIII･夫隅・蝉北

末吉 ・財部

志布志・大崎・輝北・松山・末吉・大隅

志布志・有明・大崎・蝉北・松山・末吉・大崎

松山・大偶・末吉

松山・有 男・志布志・大崎の一部

輝北・大隅・末吉・大崎の一部

５

３

１

１

１

１

１

１

１

歴史的な関係性がみられない
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

妙

肝属市郡 大根占．
串良．
鹿屋.

ｂ
Ｉ
ｂ
Ｂ
『

垂水・大

大根占．

垂水 鹿
雪建刀足 鹿

垂水 鹿
垂水 鹿
根占 大

串良 東
垂水 鹿

限 白． 召代 佐多

串良． 高山 内之浦 ･吾平
良・東串良 高山・‘吾平・内之浦・大根占・根占・田代・佐多
展占・根占 田代・‘左多
展占・田代 佐多・Ｉ箆屋の一部

室

量・串良・東串良． 勾之浦・大根占・根占・田代・佐多

塁・串良・東串良． 高山・吾平・内之浦
蚕・吾平

展占・田‘ ℃

串良． 高山・内之浦
重の一 部

６

６

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

旧大隅郡の一部、
鹿屋市を除く旧肝属郡
旧肝属郡十旧大隅郡
旧大隅郡

旧大隅郡十肝属郡の一部

歴史的な関係性がみられない
〃

〃

〃

秒

〃

〃
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が高い値を示すのは曾於郡である。これは過去におい

て曾於郡から独立して市制施行した市が存在しないた

めに，大正10年に廃止された郡制の区域が今に残って

いるためと思われる。

市郡区域においては，施設圏域と市郡区域の整合が

全体的に高い値を示し，その中でも大口伊佐市郡，出

水市郡はとりわけ高い値を示す。その理由として，出

水郡は古来の郡区域から全く変遷せずに今日に至った

ため，求心力のある行政区域となっていると思われる。

しかし，大口伊佐市郡は明治22年に郡区域変更がなさ

れたという経緯があるため，それほど行政区域変遷過

程におけるしがらみが存在するとはいえない。

また郡と郡の合併区域，市郡と市郡の合併区域にお

いては特に歴史的な関係‘性はみられない。

最後に，市郡の分割区域において施設圏域と一致が

みられた市郡分割区域を市町村名で表記する。【表10】

表に示されるように，施設圏域と一致する市郡の分

割区域においても，旧郡区域の影響が色濃く残ってい

ることがわかる。

６．市郡区域の枠組みと施設圏域との整合

に関する分析

圏域設定に何らかの影響を及ぼしているのではないか

と推測できる。

そこで，市郡区域を１つの枠組みとして捉え，その

視点から各行政区域の分類軸が施設圏域とどの程度の

整合率を有するかを分析し，さらに総合的に市郡区域

の枠組みが施設圏域設定にどの程度の影響力を及ぼし

ているかを判断する。

まず，各施設圏域34項目と行政区域７類型との分析

を行い，その結果を示す。【表11】

最も整合率の高い値を示すものはＧ型30.6％であり，

次いでＢ型27.6％，Ｄ型18.7％，Ｆ型4.5％，Ａ型４．１

％（町・村の分割型はみられなかった)，Ｃ型2.4％で，

最も低い値がＥ型0.6％であった。

このことから分類軸の相互関係をみると，Ａ，Ｃ，Ｅ

型が少なく，Ｇ型が全体の３割以上を占めることがわ

かる。Ｂ型においても高い値を示すが，前述の通りこ

れは特異例（商工会議所）が存在するためである。ま

た，Ｃ型25圏域に対してＤ型92圏域，Ｅ型３圏域に対

してＦ型22圏域と，いずれも市郡型が大きく上回るこ

とは注目に値する。

そして，市郡区域の枠組みの視点で判断すると，市

郡区域を越境しない，つまり市郡区域の境界線を横断

しない圏域は施設項目にして15/34項目，総圏域数で4章における分析の結果，市郡区域の枠組みが施設

【表11】市郡区域の枠組みと施設圏域との整合
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０
０
０
０
０
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圏域項目「園砺『

おいては市が存在しないため ここでは便宜上市郡区域に所属させた。Ｃ型=郡区域のことである力
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Iま436/493圏域・88.4％もの極めて高い数値を示した。

逆にその他の圏域，即ち市郡区域の境界線を横断する

圏域は項目にして19/34項目，総圏域数にして57/493

圏域・11.6％に留まった。

以上の分析により，市郡区域の枠組みと施設圏域と

の整合は極めて高く，市郡区域を越境する圏域はごく

わずかであることがわかった。つまり，市郡区域の枠

組みと施設圏域との間には何らかの関連'性が存在する

ことが伺える。

７．市郡区域の歴史的変遷に関する分析

次に施設・サービス圏域と市郡区域との潜在的な相

関関係を見いだすため，市郡区域の歴史的変遷からの

視点により，その構造を明らかにする。

まず，市郡区域の歴史的変遷を追う。【表12】

市郡区域は現在の制度では行政区域としては存在せ

ず，市が郡から独立する以前の形態であった郡区域の

ことを指す。その郡区域の区画が確定したのは明治２９

年のことである。郡は古来から行政区として適用され，

明治12年，郡区町村編成法施行に伴い，江戸時代にお

ける郡の区画をほぼ踏襲し，県と町村の中間的な役割

を担う行政区域として確立した。その後何回かの郡区

【表12】市郡区域（郡区域）の歴史的変遷

江戸末期 明治12年 明治22年 明治29年 大正10年 平成５年

郡名
郡名

郡役所区域

郡名

郡役所区域
郡名 郡名 市郡名

鹿児島郡 鹿児島郡 鹿児島郡'１

谷山郡 谷山郡 谷山郡 鹿児島郡 鹿児島郡 鹿児島市郡

北大隅郡8）
１） I）

掛宿郡 揖宿郡 掛宿郡

穎娃郡 穎娃郡 穎娃郡 揖宿郡 掛宿郡 揖宿市郡

給蕊郡 給繋郡 給蕊郡

河辺郡 川辺郡 川辺郡 川辺郡 川辺郡 川辺市郡

阿多郡

日置郡

阿多郡

日置郡

阿多郡

日置郡
日置郡 日置郡 日置市郡

出水郡 出水郡 出水郡 出水郡 出水郡 出水市郡

高城郡 高城郡 高城郡

’

薩摩郡

伊佐郡

菱刈郡

薩摩郡

伊佐郡

菱刈郡

薩摩郡

南伊佐郡

北伊佐郡

菱刈郡

薩摩郡

伊佐郡

薩摩郡

伊佐郡

薩摩市郡

伊佐市郡

_Ｉ
姶良郡

桑原郡

噛聯郡

諸県郡

姶良郡

桑原郡

噌聯郡

諸県郡

姶良郡

桑原郡

西噌聯郡

北噛鵬郡

北諸県郡

姶良郡

噌噸郡

姶良郡

噌畷郡

姶良市郡

曾於市郡

肝 属郡 肝属郡 肝属郡

大隅郡 大隅郡 南大隅郡

肝属郡 肝 属 郡 肝属市郡

注１）鹿児島郡に鹿児島市を含める。２)大隅郡からの煽入

画改正を経て，明治29年に現在の市を含めた郡区域が

形成された。その後，大正10年に郡制が廃止されるま

で，郡は行政区域として機能していたのである。

次に明治22年の市制，町村制施行以降の市町村の離

散合併を各市郡区域の視点でみてみる。【表13】

現在の県本土71市町村に至る明治22年から平成５年

までの105年間に，合併・分割合併が59件，また分村・

境界線変更が82件行われた。一方，市郡境界線を横断

して合併に至ったのはわずかに１件（現輝北町のこと，

昭和31年合併時に所属郡を変更）のみである。

このように各市郡区域内においては，市町村は活発

に離散合併が行われ，流動的に変遷している。しかし，

逆に郡（市郡）区域はこの市町村変遷の激動にもかか

わらず，明治29年，遡れば明治22年郡役所管轄区域が

設定されてから大正10年までの33年間は区画を変更し

ておらず，安定した中で郡内の町村を統轄したものと

思われる。その上，大正10年郡制度が廃止されたため

に，かえってその区域のみが時間軸上停止した形で存

続し，市郡区域の枠組みか普遍的強固なものとして今

日に残っていると思われる。

８．市郡区域を越境する施設圏域に関する

分析

施設・サービス圏域で市郡区域の枠組みを越境する

圏域を抽出したものを市町村名で表記し，何故，市郡

区域の枠組みを越境するのか，行政区域の歴史的変遷

からの視点により，その歴史的な関係性（旧郡区域と

一致する市町村であるかどうか，独立で市制・町村制

を施行した市町村であるかどうか，市町村成立過程に

【表13】各市郡区域内における市町村離散合併

市郡名

鹿児島市郡

揖宿市郡

川辺市郡

日置市郡

薩摩市郡

出水市郡

伊佐市郡

姶良市郡

曾於市郡

肝属市郡

計

その他(市郡区域を越境）

分割
合併

２

４

３

４

３

1６

l） 合併8） 分村

５

１ ２

２ １

３

1２ ６

４ ２

４ ２

５ １

３ ４

４

4３ 1８

１

境界綴
変更3）

１

１

７

２

１

10

６

１２

1８

６

6４

９

市制

１

１

２

１

１

２

１

１

２

１２

町制 改名

３

５

７ ４

６ ６

７ ２

８ ５

３ １

１３ ４

７ ３

９ ４

6８ 2９

（数値は件数）
注1）分割合併は分割された町村が合併後にその存在をなくすもの

性2)合併とは町村規模の合併(対等合併と潟入合併を含む）
注3)境界綴変更とは地域規模の合併で境界線変更した後も町村が存在するもの
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【表14】市郡区域を越境する圏域とその歴史的関係

市郡区域の枠組みを越境する圏域 件数

吹上町・金峰町 ４

金峰町 ４

串木野市 ４

吉松町・栗野町･横川町・牧園町 ２

吉松町･栗野町 1

蒲生町･姶良町･加治木町･溝辺町･隼人町 １

鹿児島市の一部(旧谷山村） 1

川内市の一部(旧高城村） １

鰯北町 ２

財部町 ４

財部町・末吉町 １

鶴田町・薩摩町 １

薩摩町･祁答院町･吉田町 １

吉田町 ４

吉田町･桜島町 １

桜島町 ２

東串良町 １

松元町･喜入町･郡山町 １

郡山町 １

松元町・喜入町 １

垂水市の一部（旧牛根村） １

垂水市 １

知覧町 １

国分市 １

福山町 １

鹿児島市（甲突川以南） １

知覧町の一部 １

串木野市･市来町 １

Ｐ

歴史的な関係性

旧阿多郡

旧阿多郡の一部

村制，町制，市制を単独施行

旧桑原郡

旧桑原郡の一部

旧姶良郡

旧谷山郡

旧高城郡

郡圏域を越えた合併

宮崎県と隣接し，宮崎県に似た

風土がある

鶴田町はＳ29町村合併に反対，

桜島町はS29の町村合併促進法

において自立を希望し合併に反

対，吉田町は鹿児島市との合併

を希望したが当時は破綻

S29町村合併に反対し自立希望

松元町はS29伊集院町との町村

合併に反対し自立希望，郡山町

I蝿児島市との合併が破綻

旧北部大隅郡

Ｓ７単独町制施行

境界変更が多くみられる

Ｓ４単独町制施行

歴史的な関係性がみられない

〃

〃

おける離散・合併で異論を唱えた市町村であるかどう

か）を明らかにする。【表14】

表にみられるように，市郡区域を越境する圏域さえ

も旧郡区域と一致するという構造がみえる。とりわけ，

吹上・金峰町と吉松・栗野・横川・牧園町地域は反復

してみられる。また輝北町は既に述べた通り，歴史的

特異点の性質を持つ。その他，昭和29年町村合併促進

法において合併に反対した町村が目立つ。

このように，市郡区域を越境する地域にさえも歴史

的なしがらみが潜在的に存在するのではないかと思わ

れる。逆に歴史的な関係が見られない地域においては，

今日的な指標が圏域設定に関与していると推測される。

９．まとめ

以上より，施設圏域設定に行政区域の枠組みが強く

関与していることがわかった。またその構造について

は歴史的なしがらみがその根底に存在し，今日におい

ても圏域設定に影響を及ぼすものであるといえる。

今後はさらに行政区域の歴史的変遷による視点と今

日的な指標をかみ合わせた多角的な分析によって，地

域施設計画における圏域設定のための知見を導き出す

必要がある。


